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弁護士法人デイライト法律事務所 
博多オフィス 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前２－１－１福岡朝日ビル 7階 

         電話番号: 092-409-1068  FAX: 092-409-1069 

小倉オフィス 〒802‐0001 北九州市小倉北区浅野２‐１２‐２１SS ビル８階 

         電話番号: 093‐513‐6161 FAX: 093‐513‐6162 

e-mail：info@daylight-law.jp電話受付時間：平日午前 9時～午後 9時 
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この記事につい

てのお問い合わ

せは大坪までお

気軽にどうぞ。 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士法人デイライト法律事務所は、労務、ビジネス関連のニュースや当事務所の近況などを、ニュー

スレターとして不定期にお送りさせていただいております。四季折々のお手紙としてご理解いただき、当事

務所の近況やご挨拶のほか、企業法務に携わる方に少しでもお役に立てる情報となれば幸いです。 

 

今月の内容 

●個人情報保護法の改正法が成立～５０００件要件の撤廃と中小企業への影響～ 
●ブラックバイトの実体と会社の法的責任 
●弊所セミナー情報 

●すっかり秋になりました。 

●個人情報保護法の改正法が成立 

～５０００件要件の撤廃と中小企業への影

響～ 

 

〇５０００件要件とは？ 

２０１５年９月４日、個人情報保護法

とマイナンバー法の改正法が成立しまし

た。 

新聞報道等では、マイナンバーの銀行

口座との連結による、漏洩リスクなどが

大きく取り上げられています。 

 

確かに、マイナンバーは、個人情報の

漏洩や成りすましによる悪用等の問題が

懸念されます。したがって、通常、一般

市民の関心としてはこのマイナンバー法

の改正の方が大きいといえます。 

 

しかし、今回の改正法の成立によって、

企業にとっては、個人情報保護法の改正

の方が大きいと思えます。 

中でも、中小企業にとって影響が大き

いのは５０００件要件の撤廃です。あま

り、大々的には報道されていないので、

ここではこの問題について紹介します。 

そもそも５０００件要件とは何でしょう

か。 

個人情報保護法は、主として、個人の権利

利益の保護のために、個人情報と取扱事業者

に対して、順守すべき義務等を定めた法律で

す。 

 

その中身については多岐にわたりますが、

例えば、個人情報取扱事業者は、安全管理措

置（個人データの漏えい、滅失又はき損の防

止その他の個人データの安全管理のために

必要かつ適切な措置）を講じなければなりま

せん。 

 

個人情報保護法が制定されたのは、平成１

５年ですが、当時、上記のような義務をすべ

ての事業者に対して負わせるのは、あまりに

も負担が大きく、現実的ではないことから一

定の例外が設けられていました。 

 

それが５０００件要件です。これは、大雑

把に言えば、保有する個人情報の件数が５０

００件を超えない小規模事業者については、

「個人情報取扱事業者」には該当しないとい

う内容です。 
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したがって、これまでは、業種にもよりま

すが、通常の中小企業規模の事業者であれ

ば、個人情報保護法の各種義務を負う必要は

ありませんでした。ほとんどの中小企業はあ

まり関係がないという状態でした。 

 

〇５０００件要件の撤廃 

ところが、今回の改正では、この５０００

件要件を撤廃することとなりました。 

 

この背景には、欧州連合（EU）から日本の

情報保護の不十分さを指摘されていたこと

等への配慮があると考えられます。すなわ

ち、欧州連合は、これまで日本と欧州との個

人情報の行き来を禁じており、日本企業は現

地子会社の従業員データさえ簡単には持ち

出せない状況でした。今回の改正でＥＵが措

置を撤回すれば、日本企業は海外で活動しや

すくなります。 

 

ただ、改正の恩恵はグローバル企業であ

り、小規模事業者への負担は大です。今回の

改正により、法文上は、町の八百屋さんや魚

屋さんも入ってくることになります。 

特に個人情報データベースを作成してい

ると思われる、各種サービス業、医療機関、

各種士業（弁護士、税理士、社労士等）等に

ついては、ほぼ個人情報保護法を順守しなけ

ればならなくなります。 

 

しかし、これは現実的に難しいと思います。 

 

例えば、町のラーメン屋さんが配達先数件の

名前、住所、電話番号が記載された顧客名簿

（紙）を持っている場合に、大量データを扱

う大企業と同じレベルの安全管理措置を負

うというのは無理を強いるものです。 

そこで、改正法は附則（１１条）を設け、「（小

規模事業者）が新たに個人情報取扱事業者に

なることに鑑み，特に小規模の事業活動が円

滑に行われるよう配慮するものとする。」と 

規定しています。 

これにより、例えば、国会答弁を見ると、

上記のような例では、顧客名簿を鍵の掛かる

引き出しに管理をすれば足りるという程度

の安全管理措置に軽減するようです。 

 

とはいえ、やはり今回の改正が中小企業に

与える影響は極めて大きいと思われます。 

 

また、マイナンバー法との関係も注目され

ます。すなわち、マイナンバー法では、従業

員数１００名以下の中小企業で、個人情報取

扱事業者に該当しない事業者については、マ

イナンバーの安全管理措置に関して簡易な

軽減措置が認められています。ところが、今

回の個人情報保護法改正によって、個人情報

取扱事業者ではなくなる事業者が激増する

はずです。したがって、どのように調整する

のかが気になります。 

 

〇改正個人情報保護法施行前に、十分なご準

備を 

今回の改正法が実際に施行されるのは、公

布の日から２年以内の政令で定める日とさ

れています。 

 

今後、施行までの間に行政から小規模事業

者向けのガイドライン等が出されることと

思いますが、情報集収を行っていただき、早

めの対策をとられた方がよいでしょう。 

 

当事務所においても、今後、個人情報保護

法関連のセミナーを開催する予定です。 

 

ご不明な点等あればお気軽にご相談くだ

さい。 
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●ブラックバイトの実体と会社の法的責任 

 

◯「しゃぶしゃぶ温野菜」のブラックバイト

問題 

９月１０日、飲食チェーン「しゃぶしゃぶ

温野菜」でアルバイトとして働いていた大学

２年の男性と労働組合「ブラックバイトユニ

オン」が、フランチャイズ本部と店舗運営会

社に対して、未払賃金の支払いや職場環境の

改善などを求めて団体交渉を申し入れまし

た。 

 

この男性は、２０１４年５月から「しゃぶ

しゃぶ温野菜」でアルバイトとして働いてい

ましたが、２０１４年秋以降、人手不足によ

り職場環境が悪化しました。 

男性が辞めたいと申し出ても、店長から

「懲戒免職にする」と脅されたり、多額の損

害賠償請求を示唆されたりして、やめるにや

めれないとの状況に追い込まれました。 

 

男性は１日１２時間労働で、今年４月中旬

からの４ヶ月間は１日の休みもなく、大学に

通うこともできなくなりました。そのうえ、

男性は、電話で店長から「殺してやっから。」

「今からお前んち行くぞ。」などと脅されて

いた事実が、男性が録音した音声で明らかに

なりました。しかし、男性は支払われるべき

賃金もその半分以下しか支払わず、また食べ

放題の客を時間通りに帰らせることができ

なかったことなどを理由に合計１０万円以

上の「自腹購入」までさせられました。 

このような状態で、男性は不安障害とうつ

状態になり、バイト先には勤務できないとの

診断書が出るほどの状態に陥りました。 

 

〇ブラックバイトと使用者の責任 

①未払賃金請求 

会社が、支払うべき賃金を支払っていない

場合、当然に未払賃金を支払わなければなり

ません。 

 

 

②労働基準法上の罰則 

今回のケースだと、使用者は、労働時間や

休日、賃金に関する対応で、労働基準法に違

反している可能性があります。 

その場合、使用者は、労働基準法に基づき、

６ヵ月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

に処せられる可能性があります。 

 

③刑法上の脅迫罪が成立する可能性 

今回のケースでは、店長が「殺してやる」

「殺してやっから。」など、男性の生命、身

体に対し危険を加える趣旨の発言をしてい

たことが明らかとなっています。これには刑

法上の脅迫罪が成立する可能性があります

ので、店長は２年以下の懲役又は３０万円以

下の罰金に処せられる可能性があります。 

 

④会社の信用性の低下 

ブラックバイトの実体が明らかになると、

会社の信用性は確実に低下します。優秀な人

材の確保が困難となるうえ、客からの信頼も

無くし、会社の存続自体が危ぶまれる事態と

なることもあります。 

 

〇従業員の労務管理に注意しましょう！ 

ブラックバイトが横行する背景には、サー

ビス業特有の問題（正社員は１人しかおら

ず、あとはアルバイト社員で店舗を回すな

ど、慢性的な人材不足問題）のほか、若年層

の貧困があるといわれています。大学の学費

も数年前に比べて値上がりしており、それを

補うためにアルバイトせざるを得ない学生

も多数います。その弱みに付け込み、使用者

が過酷な労働条件の下でアルバイトを酷使

してしまうのです。 

しかし、ブラックバイトを行ったことによ

り、最終的に不利益を受けるのは、ほかなら

ぬ使用者なのです。 

当然のことではありますが、労働基準法に

基づいた労務管理をきちんと行うことが使

用者には求められます。 
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●弊所セミナー情報 

 

 

◆メンタルヘルス徹底対処法セミナー 

 日 時：平成２７年１０月２８日（水） 

     １３：００～１７：００ 

 会 場：アクサ生命株式会社 

     北九州中央 FA 支社会議室 

 参加料：３０００円 

     ※ただし、顧問先企業様は無料 

 定 員：２８名 

   

 

【セミナーの概要】 

第１部 「メンタルヘルス不調者の法的対

応の実務」 

 

第２部 「メンタルヘルス問題防止のため

のハラスメント対策」 

 

第３部 「メンタルヘルス不調者相手の雇

用契約終了の実務」 

 

第４部 「企業が押さえておくべき 

助成金」 

 

 

第１部では、弊所所属弁護士大坪が、第２

部では、弊所所属弁護士田坂が、第３部では

小倉オフィス所長弁護士西村が、分かりやす

く解説いたします。 

 

 

今年１２月からストレスチェック制度が

施行されることもあり、メンタルヘルス問題

は、マイナンバー制度と並び、今使用者が押

さえておくべき重要な課題の１つです。 

大変人気のあるセミナーで、満席となるこ

とが予想されます。 

参加をご希望の方は、お早めのお申し込み

をおすすめいたします。 

 

セミナーの詳しい情報については、こちら

からもご覧いただけます。 

http://www.daylight-law.jp/138/ 

 

ふるってご参加ください。 

 

●すっかり秋になりました。 

９月に入り、早くも朝晩は冷え込む季節と

なりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょ

うか。 

 ところで、今年のシルバーウィークは５連

休と長く、遠くまで足を延ばされた方も多い

のではないでしょうか。 

 ５連休となるには、土日と祝日がちょうど

連続している必要があります。今回の５連休

は２００９年以来のことでした。 

次回はなんと１１年後の２０２６年との

ことです。 

 

 秋は、食欲の秋、読書の秋となどと呼ばれ

るように、楽しいことがたくさん詰まった季

節ですが、これからますます冷え込むことが

予想されます。 

 皆様、くれぐれもご自愛ください。 

※転記フリー※ 

このニュースレターは転記フリーです。 

役に立つと思ったら、転記していただいて結構です。 

 

 今回の記事に関するお問い合わせはこちらまで 

大 坪  浩 子 

電話番号: 092-409-1068 

e-mail：info@daylight-law.jp 
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